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(3)財政計画

市民主体の地域づくりを支援し、セーフティネットを堅持するために、市の財政状況の見通し
を毎年度公表します。

POINT!

　市民主体の地域づくりを進めるためには、滝沢市の財政状況についての現状と見通しを市民
に示した上で、セーフティネットの堅持と、幸福感を育む地域の創出に向けた、市民主体の地
域づくりを支援することが求められます。
　本総合計画においては、滝沢市の財政見通しを毎年度明らかにすることにより、市民主体の
地域づくりと、市行政による支援について、市民と市行政が共に考える環境を創ります。
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6 市民が担う地域別計画6 市民が担う地域別計画

市民主体の地域づくりのため、地域別計画の実施の下で新たな「地域コミュニ
ティ」の仕組みを構築します。

POINT!

　地域別計画は、本総合計画基本構想が掲げる「市民主体による『幸福感を育む環境づくり』の基
盤構築」に向けて、市民主体の地域づくりを進める根幹となる計画であり、本総合計画基本構想の
実現のため、基本計画として新たに位置付けるものです。

(1)地域別計画の趣旨

　誰もが住みたい、住み続けたいと思う地域づくりは、そこに住む人々の地域への想いと愛
着、そして地域づくりへの参加なくしては実現しないものであります。
　過去の日本全国で進められた画一的な「まちづくり」を経て、全国的にも都市基盤整備が着
実に進み、暮らしやすい環境が整備されてきました。しかし、少子高齢社会の到来と整備して
きた都市基盤及び公共施設の老朽化が進む今日、新たな都市基盤及び公共施設の整備による旧
来の「まちづくり」の手法の実施自体が困難となっており、「モノ」の充足による市民満足の追
求の限界が明らかとなっています。

新たな地域コミュニティ
... 自治会、各種団体、

企業等

地域別
計画

地域別
計画

地域別
計画

地域別
計画

地域別
計画

地域別
計画

地域別
計画

総合計画
基本構想
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本総合計画では、公共が担ってきた「まちづくり」の手法に加え、新たに市民の地域への想い
と愛着による、市民主体の行動を起点に、家族、仲間、NPOや各種団体、コミュニティ、企業
など、多くの主体が共に地域づくりに携わることで、一人一人の市民が関わる社会関係資本（市
民相互の信頼、お互い様という気持ち、市民の絆）を培うことによって幸福感を育む地域環境
の創出を図ることとしています。その場合、地域の想いは、地域の市民主体で描くこと、そし
てその想いを市民自らが行動することで、具現化することが必要であり、地域別計画は、その
ための市民主体の行動計画として、滝沢市自治基本条例が定める市民憲章の下で住民自治日本
一をめざす大きな柱となるものです。　
　本総合計画の計画期間においては、地域別計画の策定を通じて、滝沢市自治基本条例第2条第
7号が規定する「地域コミュニティ」の最適な形を模索し、市民主体の地域づくりの基盤の構築
に取り組みます。

(2)地域別計画の仕組み

ア 計画期間　
　平成27年度から令和４年度。ただし、中間年に見直しを実施。

イ 計画地域　
　単位自治会を基本に、単独又は複数の単位自治会の組合せとする。

ウ 計画を構成する主な内容　
　地域別計画は、平成12年度に市民主体で策定した「地域デザイン」と、その具現化を図る
ために、市民と行政との役割分担の下で平成17年にまとめられた「地域ビジョン」の取組を
踏まえ、本総合計画基本構想の実現のために市民主体の地域づくりに向けた市民のための行
動計画として、基本計画の中に位置付けるものであります。
　その基本的な仕組みは、市民が地域で幸せに暮らすために自ら行動すること、家族や仲間、
地域で共に活動することを通して、人とのつながりを深め、住民自治につながる多様な活動
が地域で自主的に展開されることにより、幸福感を育む地域環境の創出につながるものとし
て、次の視点の下で展開するものであります。

（ア）地域の将来像の共有
　これまでの地域づくり活動から、各地域で幸福感を育む地域環境づくりのために、地域
で暮らす市民が共有すべきめざす地域の将来像です。

（イ）地域の宝物の発見
　地域で培われた歴史や文化、暮らしを取り巻く自然環境など、市民の暮らしに潤いを与
え、郷土愛を育む地域の宝物を地域で共有しながら、地域の暮らしに活かすキッカケを探
します。
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(3)市の支援

　市は、市民主体の地域づくりを確実なものとするため、地域別計画を担う新たな「地域コ
ミュニティ」を形成するための支援及び「地域コミュニティ」形成後の市民主体の地域づくり
への包括的な支援の検討、検討結果に基づく支援の実施に取り組みます。　

（ウ）地域情報と地域課題の共有
　地域の暮らしの変化を市民が知り、変化に対応した取組を地域で行えるように、必要な
地域情報を明らかにするとともに、地域の市民が課題と考える事案をまとめ、課題解決に
向けた取組を地域で考え、地域での取組を促すために地域課題を取りまとめます。

（エ）幸福感を育むためにできる市民の行動と活動
　幸福感を育む地域環境の創出には、日々の暮らしの中で、地域で幸せに暮らすことを意
識した市民の行動や家族、仲間、地域と一緒になった活動が重要になります。
　本総合計画において、市民の幸福感を取りまとめた「幸福実感一覧表」を地域別計画に
組み込み、地域にあった取組を行うことで、地域で幸せに暮らし、地域づくりを市民が主
体的に行うことで、住民自治日本一の市を市民みんなでめざします。

地域の将来像

地域の宝物の発見

地域情報・地域課題の共有

幸福感を育む
地域環境の創出

地域別計画

☜
幸福実感
一覧表
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7 土地利用計画の基本方針7 土地利用計画の基本方針

幸福感を育む地域環境の土台として、人と人が結ばれる集約・連携型都市構造
の形成を図ります。

　滝沢市は、岩手山麓に広がる雄大な自然の下、農地や牧野等が広がる純農村地域でした。
昭和40年代後半から住宅開発が進み、現在の市街地は、盛岡市を中心として放射状に発展した市
街地の先端部に位置します。
　盛岡近郊の住宅地として発展してきた滝沢市でありますが、滝沢市の中心地における拠点機能
が脆弱であること、市街化に伴い農業生産の場である農地が減少してきていること、就業の場が
不足していることなど、滝沢市特有の都市構造的課題も顕在化しています。
　今後、少子高齢社会にあって、市民が滝沢市で暮らすことに幸せを感じ、滝沢市に住み続けた
いと思い、多くの方々が滝沢市に住みたいと感じていただくためにも、岩手山麓に広がる豊かな自
然、高等教育機関・研究機関の集積地、人口増にも対応可能な良好な住宅基盤などの強みを活か
し、長期的な視点で課題に取り組み、持続的な都市の発展を目指す必要があります。
　そのような中、土地利用計画に関する3つの方針を掲げ、計画的な土地需要の調整を行い、適
切かつ効率的な土地利用の確保を図ります。

POINT!

　県都盛岡市に隣接し、公共交通網が整備される地理的条件に加え、大学や研究機関が集積す
るという社会的条件を活かしながら、農業の6次産業化などにより、自立できる地域経済に向けた
取組を図ります。

(1)自立した地域経済への対応

　雄大な岩手山麓の下、市民が自然とふれあい、心豊かに過ごせる生活が送れるよう、自然の大
切さを市民が認識し、自然を守るとともに、自然を活かした暮らしの実現のため、保全地域と活
用地域を明確にした土地利用に取り組みます。

(2)自然を活かした生活
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(3)人とのふれあいが感じられる地域コミュニティの形成

　長い歴史の中で培われてきた地域コミュニティと伝統文化をこれからも継承するとともに、
新たな歴史を育むために、地域に住む市民一人一人が、地域と関わり、人とのふれあいが感じ
られる今の時代に合った地域コミュニティを創るため、市民主体の地域づくりに資する土地の
活用に取り組みます。
　これらの方針を具体化するためにも、滝沢市を構成する市街地や田畑・山林等の「面（空間
構成）」を基に、地域の世代間交流が展開され、市民の日常生活の基礎となる「地域拠点」の形
成を小学校区ごとに図るとともに、市民の生活や就業、生産等の場として重要となる機能を集
約させる「中心拠点」及び盛岡広域都市圏における ICT（情報通信技術）産業の集積に向けた「産
業拠点」の形成に努めることとします。

ア　空間構成　
（ア）市街地（市街化区域）

・積極的な都市基盤整備や未利用地の活用、生活関連施設の充実等により、快適な生活環
境を確保し、まちなか居住を促進します。

（イ）農業集落地
・一団の集落を対象に、都市基盤整備や生活関連施設の充実により、コミュニティを維持、
増進し、良好な居住環境を創出します。
・優良農地を対象に、生産・自然的景観・防災等の様々な機能の維持・向上により、積極
的な農業環境の維持・保全を図ります。

（ウ）森林
・積極的な緑の維持・保全、利活用方策の検討等により、良好な自然環境の維持を前提と
しつつ、憩い・交流・活動の場として利活用を図ります。　　

イ　拠点構成　

（ア）中心拠点
・滝沢市役所周辺を対象に、日常的な生活サービスを提供する商業・業務、行政、医療・社
会福祉、教育の各機能の向上や市内の交通結節点としての機能の強化を図るとともに、市民
がふれあい、交流するための都市の中心を担う拠点の形成に向けた土地利用に努めます。

（イ）地域拠点
・市内の地域コミュニティの単位を原則、多くの世代が関わる小学校区の単位で捉え、各
地域の特徴を活かしながら、様々な世代の市民が交流し、人とのつながりを深め、活力あ
る地域づくりが展開できるよう、各地域コミュニティにおける人とのつながりが生まれる
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「場」の創出と、「場」へのアクセスの形成を意識した地域拠点づくりを進めます。

（ウ）産業拠点
・岩手県立大学周辺を対象に、産学官連携での新たな企業の立地促進により、雇用や活力
を生む盛岡広域都市圏における ICT（情報通信技術）を中心とした産業の拠点の形成に努
めます。
・盛岡西リサーチパーク及び東北縦貫自動車道滝沢インターチェンジから盛岡インター
チェンジ間に新設予定であるスマートインターチェンジ周辺を対象に、新たな企業の立地
促進により、雇用や活力を生む拠点の形成に努めます。

※イメージ図（中心拠点の周りに、市民の日常を支える地域拠点、雇用を生む産業拠点を形成

【北部】
森林・農業集落地

一本木

地域
拠点

【西部】
森林・農業集落地

柳沢╱姥屋敷

地域
拠点

【南部】
森林・農業集落地・市街地

大沢╱篠木
小岩井╱大釜

産業
拠点

地域
拠点

【東部】
市街地

川前╱長根╱巣子

産業
拠点

地域
拠点

中心
拠点

【中央部】
市街地

元村╱鵜飼

産業
拠点

地域
拠点
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8 盛岡広域都市圏における滝沢市8 盛岡広域都市圏における滝沢市

連携中枢都市圏構想を踏まえ、本総合計画では、盛岡広域都市圏におけるICT
（情報通信技術）関連産業の拠点の実現と、自立した地域づくりに向けた地域産
業と公共交通網の整備への取組を始めます。

POINT!

　高齢社会と人口減少時代に向けた対策として、国は第30次地方制度調査会答申において、人口
20万人以上の市のうち、昼夜間人口比率1以上で圏域を支える都市を地方中枢拠点都市と位置付け
「三大都市圏と並んで地域の個性を発揮し、我が国の経済をけん引する役割を力強く果たしていく
こと」、「市民が安心して生活できる基盤を維持していくこと」についての役割を求めています。
　岩手県においては、盛岡市が連携中枢都市に該当するものであり、隣接する滝沢市においても、
連携中枢都市圏構想の具体化は、滝沢市の発展のためにも必要不可欠と考えるものであります。
滝沢市は、盛岡広域都市圏において、県都盛岡市に隣接し、人口第2位の規模を誇る市であります
が、盛岡市の発展に伴い、人口が増え続けてきた背景から、住宅都市としての色合いが濃く、盛岡市
への通勤・通学者の数は、盛岡広域8市町で最も多く、更に、市民の日常生活における消費の傾向
を探る小売吸引力（各市町村が買物客を引きつける力「小売吸引力指数（人口1人当たりの小売業の
年間商品販売額÷県人口1人当たりの小売業の年間商品販売額）」）も最も低い値となっており、市
民の生活が盛岡広域8市町の中でも、最も市域を越えて営まれていることが窺えます。
　このことは、今後、少子高齢・人口減少の時代が進むにあたり、市内各地域において、「交通弱
者」や「買い物弱者」の問題が顕在化していくことを示しています。
　また、岩手県立大学や盛岡大学の高等教育機関を有し、岩手大学農学部附属寒冷フィールドサイ
エンス教育研究センター滝沢農場、独立行政法人家畜改良センター岩手牧場、岩手県農業研究セ
ンター畜産研究所等の国や県の研究機関が集積している滝沢市は、多くの若者と研究者が集う研
究学園都市としての側面も持つ都市でもあります。
　岩手県においては、国際リニアコライダー建設候補地にも挙げられており、滝沢市の研究学園都
市としての役割を更に活かすためにも、今後は、世界を視野にした人材の育成を産学官連携により、
より多角的に展開することが求められています。
　これら連携中枢都市圏構想の趣旨と、滝沢市の特徴を踏まえた時、今後の市の発展を見据えた
主な対応について、次のとおり検討するものであります。
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　盛岡市を中心とした盛岡広域都市圏における産業振興において、滝沢市の特徴である「大学・研
究機関等の集積」を活かし、デジタルコンテンツ産業関連を中心とした ICT（情報通信技術）に
関わる人材の育成及び新産業の創出に向けた取組を岩手県立大学及びIPUイノベーションセンター
を核として積極的に支援し、岩手県におけるICT（情報通信技術）関連産業の拠点に向けた取組
を進めます。
　併せて、地域に根差した研究学園都市、ICT（情報通信技術）関連産業の拠点を目指し、大学
や各種研究機関などによる積極的な地域貢献・地域連携に向けた取組を進めます。

(1)連携中枢都市圏構想におけるICT（情報通信技術）関連産業の拠点化

　市域を越えた経済活動が行われる中にあっても、市民が市域を越えることなく、日常生活に必
要な生活用品を調達できる環境をめざし、地域コミュニティと小売店などとの新たな連携を模索す
るとともに、内発的な地域経済の循環を進めるため、更なる農業の6次産業化（農業が生産だけに
とどまらず、それを原材料とした加工食品の製造・販売や観光農園のような地域資源を生かしたサー
ビスなど、第二次産業や第三次産業にまで関わること。）に向けた取組の検討を行います。

(2)自然を活かした生活

　滝沢市における公共交通機関の交通網は、盛岡市を中心に放射線状に延びたものとなっており、
市域内の交流を促す交通網は、貧弱な状態にあります。
　滝沢市の交流人口に資する公共交通網の充実は、研究学園都市として必要なものであり、ICT（情
報通信技術）関連産業の拠点を見据えた更なる充実に向けての検討を行います。
　また、今後の高齢社会の進展に伴い、高齢者の活動範囲が狭くなることを防ぐとともに、交流
拠点複合施設（平成28年度一部供用開始予定）を中心とした「人とのふれあいの場」の創造によ
る市域内の世代間交流の推進を図るため、公共交通網の再編成を市民と共に進めることの検討を
行います。

(3)公共交通機関の新たな展開


